
� はじめに

1995年1月17日早暁に阪神間の諸都市を襲ったマグニチュード7.2の直下型大

地震は諸都市に大きな被害を与えた．神戸市においては直ちに被災者の救護に

当たるとともに復興計画を作成し，実行に移した．

また地域住民のレベルにおいても災害に強いまちづくりが模索され，具体策

が構想されるようになった．もともと神戸市には1985（昭和60）年ごろから自

主防災組織が結成され，啓発，研修もなされてはいたが，予想外の大地震であ

ったため，自主防災組織は防災活動や救助活動に従事することはきわめて少な

く，大部分は避難所における被災者の救援活動に当たった．そこで震災後に自

主防災組織のあり方についても反省が生まれ，今回程度の大地震においても防

災活動や救援活動の可能な組織に再編成が必要であるとの意見が内外から提起

された．

神戸市においては昭和40年代からコミュニティ行政が展開されてきたし，ま

た社会福祉協議会による小地域福祉活動が推進されてきたが，1985（昭和60）

年から両者を統合した形の「ふれあいのまちづくり」活動が開始され，1994

（平成6）年には140の地区が設定されていた．他方，同じころ，神戸市では

「自主防災推進協議会」の組織化が開始され，1994年には168の協議会が結成さ

れていた．

ところが震災後の反省のなかで，�住民の自主的な防災活動のためにはコミ

ュニティの基盤がしっかりしたものであること，�高齢化に対応して福祉活動

との連携が必須となるから，これを実現するためには，これまでの「ふれあい

のまちづくり」活動と「自主防災推進協義会」の活動を統合して強力な自主防

災組織を作ることが望ましいという考えから「防災福祉コミュニティ」が構想

されていくのである．

1「自主防災」の組識化と震災時の活動―神戸市の場合―
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� ふれあいまちづくり活動の展開

「ふれあいまちづくり事業」が開始されるにいたった準備過程は丸山コミュ

ニティ・センター建設と老人いこいの家の整備，さらに社会福祉協議会の小地

域福祉活動（友愛訪問と給食サービス）にあるが，直接の契機としては市民福祉

調査委員会の意見具申（1984年）を受けて住民の相互援助システムをつくるた

め校区ごとに地域福祉センターを整備する計画を決めたことにある．

ふれあいのまちづくり事業の発足

A．神戸市民の福祉をまもる条例

神戸市は1977（昭和52）年，市民の福祉をまもる条例を制定した．これは前

文と5章，57条からなる条例で，神戸市福祉施策の基本的な指針を定めており，

そのなかの第2章第5節では家庭福祉の向上を規定している．これによって地域

福祉の推進の方針が確定した．

B．市民福祉調査委員会の意見具申

市民福祉調査委員会は1984（昭和59）年1月，社会福祉に関する市民の意識

調査を行ったが，そのなかに「在宅福祉」の推進に賛成し，また福祉活動に

「参加の意思」を示す人が多いことがわかった．さらに「地区センター」を建

設すべきだとの要望も出された．この調査結果を受けて委員会は「神戸市にお

ける地域福祉のあり方と推進体制」を提案（1984年10月）したが，これには

「地域を基盤にした相互援助システムを作ること――地域の組織化および広域

的な在宅福祉サービスの供給システムを作ること」が含まれていた．

C．ふれあいのまちづくり事業

これにもとづき1985（昭和60）年4月に「しあわせのまちづくり事業のモデ

ル地区」が指定され事業が実施された．これは「新設の老人いこいの家に地域

福祉活動コーナー等を付加し，地域福祉センターの呼称を用いた」ものである．

この事業は1988（昭和63）年度から「ふれあいのまちづくり」と名称を変更し
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ている．

そして1990（平成2）年3月「神戸市ふれあいのまちづくり条例」を制定し，

4月からふれあいのまちづくり事業の全市的展開を開始した．そのため各区に

ふれあいのまちづくり担当として主幹1名，係員1名を配置し，全小学校区（170

校区）に地域福祉センターの整備を促進することをめざし，さらに1992（平成

4）年4月から各区役所に地域福祉課を設置した．

このようにして神戸市において本格的にふれあいのまちづくり事業の全市的

な推進が開始された．

ふれあいのまちづくりの理念

神戸市は「神戸市民の福祉をまもる条例」のなかで，福祉のあり方として福

祉の対象をすべての人におよぼし，さらに福祉の基盤として家庭・地域社会の

重視，市・市民・事業者の役割分担で進めると規定している．

ふれあいのまちづくり活動の理念は「大都市の特質である匿名性と流動性に

よって生み出される現代人の孤独から生まれる問題を小地域の中で解決するた

め，人々の間の直接接触，ふれあいの可能な世界，温かいコミュニティを実現

すること」であり，これに加えて「他者の悲しみや苦しみを理解し，思いを共

有し合える人間が，援助の必要な人に愛の手をさしのべ合う温かみのある福祉

コミュニティの実現を目指すもの」である．そこで人びとは交流による感情的

満足を得ながら，援助を必要とする人への奉仕がなされる．

ふれあいのまちづくりの組織と活動

A．範域の設定

ふれあいのまちづくりの範域は「近隣住区」の考え方にもとづいて「小学校

区」と定められている．現在，神戸市には173の小学校区が設定されているが，

これらの校区すべてに設けることが目標となる．

B．協議会の組織

「ふれあいのまち」をつくるためには2つの段階が設定されている．まず第1

の段階はその地区内の住民組織を網羅した「ふれあいのまちづくり協議会」を
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組織することである．これは地元の主な地域住民組織すなわち自治会，婦人会，

老人クラブ，民生委員などの代表が委員（20名－40名）となって自主的に結成

するものである．

この協議会は「地域福祉センター」を拠点にして住民の交流を図り，福祉活

動を行う組織であるが「センターの管理運営に当るとともに，この施設や既存

の各種施設を活用して，地域福祉活動を企画・実施して」いく活動主体である．

C．地域福祉センター

住民組織代表による協議会が結成されると，第2の段階として市が活動の拠

図6.1.1 ふれあいのまちづくり関連図
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点となる「地域福祉センター」を建設する．自主的な住民の交流と福祉活動は

既存の地域福祉施設を活用しながら推進することが期待されているが，その活

動のための施設が不足している場合は児童館や老人いこいの家の新築または増

改築時，あるいは市営住宅の集会所の新築時などに多目的に使えるスペースを

付加した地域福祉センターを建設整備する．建物の広さは約250�であるが，

独立の建物の場合もあれば児童館や老人いこいの家と併設の場合もある．セン

ターには少なくとも大きな調理場と集会室が設備されている．

D．協議会の活動

協議会の活動は地域福祉センターを拠点とする住民の「交流活動」と「福祉

活動」である．これらの活動は，普通，4つの部門に分かれ，委員が役割を分

担して活動に当たっている．まず1つ目はセンターなどの「施設管理部門」で

ある．これは施設の防火管理，内外の清掃管理，備品の管理と整備，施設利用

の受付と記録などに当たっている．2つ目は「事業運営部門」である．この部

門はさまざまな交流活動の企画と運営に当たっている．たとえば子どもの餅つ

き大会，クリスマス会，ふれあい祭，神戸まつり協賛，児童の映画祭，子ども

教室として人形劇，ラジオ体操，清掃奉仕活動などがあげられよう．

3つ目は「福祉対策部門」である．ここで実施されている事業はまず「ひと

りぐらし老人の給食サービス」で多数のボランティアの参加によっておもに地

域福祉センターで実施されている．またひとり暮し老人や高齢者世帯にたいし

て「家事援助サービス」を実施している協議会もある．買物・調理・掃除・洗

濯など簡単な家事サービスを実施している．さらに「ミニ・デイ・サービス」

を実施している協議会もある．

4つ目は「広報調査部門」である．ここでは「広報誌」を発行し，住民のニ

ードの把握に努める．そのほかに民生委員を中心に進められている「友愛訪

問」がある．

ふれあいのまちづくり事業の展開

A．地域福祉センターの建設

ふれあいまちづくりはまず「ふれあいのまちづくり協議会」を結成したうえ
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で市が「地域福祉センター」を建設し，これを拠点にして「交流活動」と「福

祉活動」を展開する事業であるが，1985（昭和60）年に3か所で出発したふれ

あいのまちづくり事業は1986年には6か所，1987年5か所，1988年に2か所つく

られた．しかしこの時期まではあくまで実験的な試みであった．ところが宮崎

市長から笹山市長に交代した1990（平成2）年から地域福祉の重点施策として

強力に推進されることになった．すなわち1990年に27か所，1991年に26か所，

1992年に27か所，1993年に22か所にセンターが整備された．この4年間だけで

実に102か所にセンターが整備されたことになる．このようにして1996（平成

8）年度末には合計140か所に達した．小学校区は173校区であるから，すでに8

割にセンターが整備されたことになる．

つぎにこれを区別にみると旧市街地区では整備率は高いが，周辺の北区と空

洞化やオフィス化の進んだ中央区では整備率がやや低い．

B．活動状況

ふれあいのまちづくり協議会の活動状況（1996年3月末）をみると「広報誌」

を発行している協議会は半数近い61か所（46.6％）である．つぎに「給食サー

ビス」を協議会で実施しているのは90か所で68％に達している．また実施され

ているすべての「給食サービス」のなかで協議会が運営するものの占める割合

表6.1.1 地域福祉センター（区別） 表6.1.2 地域福祉センター開設数

区 開設数 整備率

東 灘 区 12 86％

灘 区 10 83％

中 央 区 10 77％

兵 庫 区 14 100％

北 区 23 70％

長 田 区 14 82％

須 磨 区 17 85％

垂 水 区 19 79％

西 区 21 78％

計 140 81％

年 度 開設数 合 計

1985（昭和60）年 3 3

1986（昭和61）年 6 9

1987（昭和62）年 5 14

1988（昭和63）年 2 16

1989（平成元）年 7 23

1990（平成2）年 27 50

1991（平成3）年 26 76

1992（平成4）年 27 103

1993（平成5）年 22 125

1994（平成6）年 3 128

1995（平成7）年 3 131

1996（平成8）年 9 140
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は46.8％に達している．

「給食サービス」の5割近くはこのように「協議会」で実施されているので

ある．さらに「福祉講座」は79か所，6割の協議会で実施されている．そのほ

かに「家事援助サービス」を実施している協議会が8か所ある．その内訳は北

区で3か所，垂水区3か所，西区2か所でいずれも市の周辺部の区であり，旧市

街地の区にはみられない．最後に「ミニ・デイ・サービス」を実施している所

が11か所もある（民生委員を中心にする友愛訪問は1,015グループが活動している）．

このように「ふれあいのまちづくり事業」は平成に入って飛躍的に発展し，

各協議会では充実した活動が行われている．

大震災とふれあいのまちづくり協議会

市民福祉調査委員会では，ふれあいのまちづくり事業を推進するため1994

（平成6）年から「地域福祉行動目標」を設定する作業に入ることを決め，作業

部会が設けられ，アクション・リサーチが開始されることとなった．その矢先，

1995（平成7）年1月17日早朝の大震災によって地域福祉センターも被害を受け

た．

しかし，同時にセンターは避難所として被災者の救援活動に役立った．

A．地域福祉センターの被害と被災後の使用

地域福祉センター（119）の被害状況は，�全壊1か所，�半壊なし，�一部

損壊77か所，�特に被害なし41か所，であった．この資料によると，一部損壊

を含めると65％が損害を受けている．

また被災後の地域福祉センターの使用状況（1995年3月1日現在）は，�避難

所として使用43か所，�避難所用の救援物資倉庫として使用1か所，�使用不

能4か所，�通常の使用（休止を含む）71か所，となっており，これによると65

％が被害を受けたにもかかわらず，実に全体の37％ものセンターが被災者の救

援活動に役立っていることがわかる．

B．ふれあいのまちづくり協議会の被災後の活動

被害が大きかった東灘区から須磨区までの地域（56協議会）での震災時の活
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動状況は，�役員が避難所の世話役26か所，�避難所等への炊き出し8か所，

�救援物資の収集と配付7か所，�通常の活動6か所，である．これによると大

きな被害を受けたにもかかわらず73％の協議会が救援活動に従事しており，協

議会が大きな役割をはたしていることがわかる．

つぎに比較的被害の少なかった北区，垂水区，西区，北須磨支所管内地区

（63協議会）での活動状況は，�役員が避難所の世話役3か所，�避難所等への

炊き出し21か所，�救援物資の収集・配付11か所，�通常の活動46か所，であ

る．これによると被災の少なかった地区でも57％の協議会が救援活動に従事し

ている．

� 自主防災組織の結成と発展

同時多発の大災害では，火災が発生しても，生き埋めになった人がいても，

消防車も専門の救助隊も，必要なところに，必要なときに，なかなかやって来

てはくれないのである．ゆえに火災が発生し，被災者が呻吟しているにもかか

わらず，消防車も専門の救助隊もまだ到着しないしばらくの間，その危機的状

況にあって，人はどうすべきであるのか，それが問題である．

当然のことながら，そのような危機的状況においてもっとも頼りになるのは

近隣の人びとによる助け合いである．というより，それ以外に手段はない．今

回の震災でも生き埋めになった人びとの圧倒的多数は，専門の救助隊ではなく，

近所の人に助け出されたのであった．また西宮市消防局の調査によると38件の

出火のうち半数の19件で一般住民が初期消火に当たっている．このような住民

のバケツリレーが西宮市において大火が起こるのを防いだのである．この事実

こそが，一般住民による自主防災組織が必要とされる理由である．

防災活動の組織化のきっかけ

神戸市の全域にわたる自主防災推進協議会が組織されたのは1985（昭和60）

年からであるが，須磨区では昭和50年代から組織化が進んでいた．

1977（昭和52）年ごろ，南須磨地区で不審火が続いたため，南須磨連合自治

会から須磨区連合自治会に対策を講じてほしいとの要望があった．そこで区内
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の火災発生率を調べたところ，住環境のよい衣掛町での発生率がもっとも高か

ったので，衣掛町の主婦を対象にしてアンケートを実施した．その結果，防火

活動について問題があることがわかった．これにもとづいて自治会長会議，防

災担当者会議を重ねたうえ，1978（昭和53）年3月「須磨区自治会防火推進協

議会」を発足させた．当時，須磨区の自治会数165のうち120がこれに加入した．

全国における自主防災組織の動向

住民による自主防災活動の組織化にたいする要請は，全国的に高まりをみせ

てきた．たとえば1980（昭和55）年6月に提出された「消防審議会」の「地域

の安全防災体制を確立するための方策に関する答申」のなかには「地域の安全

を確保するためには住民一人ひとりが防災に関する自覚を深め，その実践に努

めることが必要である」と述べられている．このような勧告を受け，1983（昭

和58）年当時で全国の約3割の世帯が自主防災組織に組み入れられるようにな

った．

神戸市の自主防災組織

このような自主防災組織結成の全国的な動向を反映して，神戸市でもさきに

述べた須磨区の自治会防災推進協議会に類似した組織化が1985（昭和60）年か

ら開始されることとなった．1984（昭和59）年当時，神戸市の自主防災組織と

しては，

�山麓危険地区および遠隔地 10グループ

自治会が中心となって防災組織をつくり，消火栓ボックスを設置して初期消

火に当たるもの．

�地震対策地区（市民消火隊） 21グループ

耐震貯水槽および可搬式動力ポンプを設置するとともに，市民消火隊を結成

して災害時の初期消火や住民の避難誘導・救護に当たるもの．

�防火推進地域（同和地区） 26グループ

街頭消化器を使用して消火訓練を行っているもの．

�須磨区自主防災組織 209グループ

さきに述べた自治会単位の自主防災組織．
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�その他 2グループ

消火器の使用法などを訓練しているもの．合計268グループ

であったが，神戸市消防局ではこの年，専門家による「地域自主防災推進方

策検討会」を構成して，その答申「地域自主防災組織推進方策に関する検討結

果」にもとづき1985（昭和60）年から全市にわたって，自主防災組織の結成を

推進しはじめたのである．

自主防災推進協議会の目的と構成

神戸市は「自主防災活性化事業推進要綱」（1985年4月施行）と「自主防災推

進協議会概要」を定め，9か年計画で全市にわたって，組織化を開始した．「概

要」によると協議会は「地区のために活動している市民または市民団体が参画

し，それぞれの機能を生かして，当該地区の防災安全の向上を図ること」を

「目的」としている．「規模」については「地域の実情から最も効果的な活動が

行なえるようにその規模を決めるものとするが，概ね小学校区単位程度」が望

ましいとしている．

つぎに「構成」は「自治会長・婦人会長・婦人防災安全委員・民生委員・PTA

会長・共同住宅の防火管理者・消防団員と，消防署長が必要と認める市民等」

であり，そのなかで消防団員は「当該地区における防災専門員として，防災に

関する技術指導及び消防署との連絡調整を行うもの」とされている．会の「活

動目標」は，�住民の防災意識の向上，�ソフト面における防災環境の改善，

�高齢者等身体的弱者の扶助体制づくりの推進，�救急知識の普及，�災害防

御体制および災害復旧体制づくりの推進である．これらの目標を実践するため

に役割分担を定め実践計画をつくり，この計画にもとづいて防災活動を展開す

るものである．

つぎに「要綱」によると消防署長は「（ア）行政機関との連絡調整を図り，

消防団員が協議会に参加するよう配慮する，（イ）結成及び運営についての助

言，（ウ）協議会の活動を支援する」ことによって協議会の結成を促進するこ

とになっている．
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協議会の実態（1990年）

1985（昭和60）年度から9か年計画でスタートした「自主防災組織づくり」

が5年目を迎えた1989（平成元）年度には84組織が結成された．そこで消防局

では1990（平成2）年2月から3月にかけて，この84協議会に対してアンケート

調査を行っている．その結果をみてみよう．

�自主防災組織の結成単位または区域

結成単位または区域についてみると，複数の自治会（40％）が1位，単独自

治会（35％）が2位で，小学校区（24％）が3位である．これによっても協議会

の7割以上は自治会を基盤としていることがわかる．

�防火用資器材の整備

組織を結成した後，用意した資器材としては，街頭用消火器が51％で1位，2

位は消火用ボックス（30％），3位はトランジスター・メガホン（22％）である．

�活動内容（複数回答）

活動内容は消火訓練が80％でもっとも多く，ついで年末警戒が77％，3位は

救急応急処置訓練（48％），4位は防災講習会（38％），5位は在宅福祉の把握（33

％），6位は通報訓練（28％）であった．

�運営資金

組織の運営資金についてみると，必要経費は自治会予算が38％でもっとも多

く，ついで自治会からの補助が32％で2位であった．会費を徴収しているのは7

％にすぎない．この点からみても，協議会は自治会によって支えられているこ

とがわかる．

協議会の結成と活動（1993年）

A．結成状況

これまで述べたような要領で，1985（昭和60）年から9か年計画で協議会の

結成が推進された．その結果，1985（昭和60）年度にはわずか11に過ぎなかっ

た結成数が1993（平成5）年度には168を数えることとなった．

B．結成の単位別

1993（平成5）年度で結成の単位別をみると，校区単位は以外に少なく12.5％，
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自治会単位が45.8％でもっとも多く，複数自治会または連合自治会単位が41.1

％でこれに続いている．消防団単位はわずか0.6％にすぎない．今，仮に自治

会と連合会を合わせると86.9％にも達していることからみて，協議会の大部分

は自治会を基盤として結成されいてることが知られる．

C．区別結成数と結成率

区別の結成数は東灘区の11から北区の29まである．さらにこれを区別の世帯

数をもとにした結成率でみると，西区の16.1％が最低で，中央区がこれについ

表6.1.3 組織単位別年度別結成数

年 度 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993

結 成 数 11 31（20） 51（20） 67（16） 84（17） 102（18） 129（27） 146（17） 168（22）

校 区 単 位 2 12（10） 17（5） 20（3） 20（0） 21（1） 21（0） 21（0）
21（0）
（12.5％）

複数自治会

または連合

自治会単位

6 10（4） 19（9） 24（5） 34（10） 44（10） 55（11） 59（4）
69（10）

（41.1％）

自治会単位 2 8（6） 14（6） 22（8） 29（7） 36（7） 52（16） 65（13）
77（12）

（45.8％）

消 防 分
団 単 位

1 1（0） 1（0） 1（0） 1（0） 1（0） 1（0） 1（0）
1（0）

（0.6％）
（注） （ ）内は，その年度内の結成数．

表6.1.4 自主防災推進協義会結成率と活動状況

（1993年度）1994年3月31日現在

区 別 東灘 灘 茸合 生田 兵庫 北 長田 須磨 垂水 西 水上

結 成 数 11 13 8 8 16 29 16 20 24 21 2

結成率（世帯） 83.9 75.5 31.6 56.1 54.7 40.6 57.2 43.3 16.1

活 動 総 数 165 14 14 2 4 44 27 10 6 23 8 13

消 火 訓 練 43 4 3 1 8 7 4 1 9 4 2

通 報 訓 練 11 4 1 5 1

避 難 訓 練 0

防火講習会 50 4 2 1 17 10 3 2 7 2 2

救急講習会 7 2 2 1 2

見学研修会 3 1 1 1

防火のつどい 5 2 3

役 員 会 2 1 1

結 成 式 0

そ の 他 44 2 4 2 2 12 5 3 2 5 2 5
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で低い．結成率がもっとも高いのは東灘区の83.9％で，2位は灘区である．

D．活動目標

協議会が活動目標しているものは「救急知識の普及」が1位（99.4％）で，

「防災意識の向上」が2位（88.6％），3位は「高齢者対策」（85.5％）である．そ

して4位は「放火防止対策」（65.1％），5位は「火遊びの防止」（48.8％）である．

さらに6位は「消防活動障害排除」（44.0％），7位が「初期消火対策」（34.3％）

となっている．このことからも協議会の第1のねらいが防火意識の啓蒙にあっ

て，必ずしも防火活動ではないことがわかる．

表6.1.5 震災時における自主防災推進協議会活動の記録集計表

東灘 灘 葺合 生田 兵庫 北 長田 須磨 垂水 西 水上 合計

協議会組織数 11 13 8 8 16 29 16 20 24 21 2 168

協
議
会
単
位
の
活
動

消火活動 2 4 6

救助活動 1 1 1 3

パトロール（情報収集，広報，被害報告など） 4 2 1 3 3 6 1 20

炊き出し，給水，救援物資配布，避難所支援など 2 1 5 2 2 2 17 2 33

二次災害防止（交通整理，シート被せなど） 2 2

義援金 2 2

自
治
会
単
位
の
活
動

消火活動 1 1 1 2 1 6

救助活動 1 1

パトロール（情報収集，広報，被害報告など） 1 4 2 2 4 2 1 16

炊き出し，給水，救援物資配布，避難所支援など 1 6 4 1 1 2 5 2 22

二次災害防止（交通整理，シート被せなど） 1 1 2

義援金 1 1 2

そ
の
他
単
位
活
動

消火活動 4 1 1 6

救助活動 1 4 1 1 7 2 16

パトロール（情報収集，広報，被害報告など） 1 1 2 2 3 2 3 14

炊き出し，給水，救援物資配布，避難所支援など 1 1 2 4

意
見
・
提
言

資器材の整備 1 8 4 1 4 2 20

水利対策（道路確保含む） 1 11 1 1 5 4 1 24

協議会・自治会活動の再編 2 1 1 4 1 2 1 12

訓練，消防職員の指導 1 4 1 1 1 2 2 2 14

行政との連絡体制（情報提供など） 1 2 2 1 1 4 11

活動マニュアルの作成 1 6 7

災害に強い都市の実現 5 5

その他 2 5 3 4 2 4 20

292 � 自主防災のコミュニティづくり



E．活動状況

活動状況についてみると「防火講習会」（50件）がもっとも多く，「消火訓

練」（43件）が2位，3位は「通報訓練」（11件）となっている．

大震災時の活動

今回の大震災は予想を超えた被害を与えたが，自主防災組織もまた大きな打

撃を受けた．しかし，そのような状況においても自主防災推進協議会は懸命に

防火活動に従事している．消防局が1995（平成7）年8月に行った調査によると，

各種の防火活動を実行した総数はまず第1に協議会単位で66件，自治会単位で49

件，その他によるものが40件である．これからみると，自治会やその他に比し

て自主防災推進協議会による防火活動は意外に多くないといえよう．

活動の具体的内容についてみると，協議会の活動としてもっとも多かったの

は「炊き出し，給水，救援物資配付，避難所支援など」の50％であり，2位は

「パトロール」の30％，3位は「消火活動」の9％であった．したがって協議会

単位の活動の重点は被災者への「救援活動」と「パトロール」であったことが

わかる．「消火活動」についてみると，協議会が6件，自治会が6件，その他が6

件と同数である．したがって，協議会による消火活動は比較的低調であったと

みることができよう．

つぎにこれを区（地区）別にみると，消火活動（協議会・自治会・その他の合

計）には大きな差がみられる．まず，出火件数の少なかった北区（出火件数2

件），西区（同2件）のほか，須磨区（同20件）でも消火活動はいずれも1件と少

なかった．これにたいして，灘区（同22件）と長田区（同27件）では消火活動

がそれぞれ7件と多くなされている．

これを概括すると，協議会の活動は被災者の救援活動やパトロールに重点が

おかれ，消火活動は少なかった．また，地域によって大きな差があったといえ

よう．

調査に寄せられた意見と提言

この調査のさいに寄せられた「意見と提言」をみると，もっとも多いのは

「消防水利対策」（24件）で，これにつぎ「資器材の整備」（20件），第3位は「訓
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練，消防職員の指導」（14件）である．さらに第4位は「協議会・自治会活動の

再編」が12件に達している．しかも，その内容はほとんどが「学校区の範囲は

自主防災活動には広すぎるから，自治会単位に再編成すべきだ」という意見で

ある．これらは，学校区を基準としてきたこれまでの協議会方式という組織化

のあり方にたいする異議の申し立てであるといえよう．

震災後あきらかにされた協議会の問題点

A．協議会のねらい

自主防災推進協議会がめざした目標は，1985（昭和60）年の「協議会の概

要」によると，まず第1に「住民の防災意識の向上」であった．

つぎに1990（平成2）年の調査によると「実行している活動」としては消火

訓練が1位で，年末警戒が2位，3位が救急応急処置訓練となっている．しかし，

1位の消火訓練は一般的な火災の初期消火を想定したもので，防災訓練が最下

位に近いところからみて，震災時にこういった活動が必要であることを想定し

てはいなかったと推察される．

第3に1994（平成6）年の時点でみると，活動目標としては「救急知識の普

及」が1位で，「防災意識の向上」が2位である．また実際の活動でも，1位は

「防火講習会」で，つぎが「消火訓練」となっている．

以上のことから考えると，この協議会は防火意識の啓発が主要なねらいであ

って，震災下において防災活動に挺身する実働組織体としては想定されていな

かったといえよう．

B．自治会との関係

協議会の構成員は1985（昭和60）年度の「概要」によると「自治会長・婦人

会長・婦人防災安全委員・民生委員・PTA会長・共同住宅の防火管理者・消防

団員」となっており，地区内のおもな住民組織の役員を網羅したものとなって

いるが，実際にはこの協議会は圧倒的に自治会に依存しているのである．それ

は須磨区で自治会単位に自治会防火推進協議会が結成されたことからはじまり，

1990（平成2）年の調査によると協議会の財源はすべて自治会に依存する実態

が示されている．
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また同年の調査で協議会の組織の結成単位や区域についてみると，単独自治

会と複数自治会によるものを合わせた結成数が72％に達している．ほとんどが

自治会単位で構成されているのである．このことは1994（平成6）年の調査で

はさらに高く，単複の自治会によるものはじつに86.9％に達している．圧倒的

多数が自治会単位で構成されている．

C．小学校区か自治会単位か

協議会の組織化は小学校区を基準として進められたにもかかわらず，震災後

の反省のなかにも「防災活動には小学校区は広すぎる，自治会単位にすべき

だ」という意見が多く出されている．

このことは，「協議会」は住民の意見をくまなく反映させる組織としては適

しているが，緊急事態に対応する実働組織としては必ずしも適切とはいえない

ことを意味している．

このたびの大震災は自主防災推進協議会に決定的な打撃を与えた．このよう

な被害状況のもとでは，自主防災推進協議会は一部の例を除けば，消火や救命

活動など防災活動にはあまり有効に機能したとはいえないであろう．

また，このたびの大震災はことのほか高齢者を残忍に痛めつけた．高齢社会

の弱点がさらけ出されたのである．このことは，自主防災組織が福祉活動（ふ

れあいのまちづくり協議会）とも強く連携しなければならないことを示している．

つまり，大震災でも役に立つ「実効性」のある実働防災組織をつくる必要が

生まれたのである．

現在，神戸市が進めている「防災福祉コミュニティ」の構想は，これらを教

訓として具体化したのである．
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題」．

神戸市・神戸市社会福祉協議会「ひとりぐらし老人への見守り活動の現状と課題（要

約版）」．

神戸市社会福祉協議会 1969「小地域福祉活動資料集」．

神戸市社会福祉協議会 1989「小地域福祉活動推進地区指定地区一覧（平成元年）」．

神戸市社会福祉協議会 1993「ふれあいのまちづくりフォーラム報告書」．

神戸市社会福祉協議会 1995「ひとりぐらし老人ふれあい給食サービス事業の現状」．

神戸市社会福祉協議会 1995「ひとりぐらし老人ふれあい事業実施団体一覧表」．

神戸市社会福祉協議会「地域福祉活動支援施策」．

神戸市社会福祉協議会「小地域福祉活動資料集」．

神戸市社会福祉協議会「小地域福祉活動推進地区設置要綱」．

神戸市社会福祉協議会「小地域福祉活動推進地区活動例」．

神戸市社会福祉協議会「ワーキンググループ資料」．

神戸市消防局 1981『消防団員意識調査結果報告』．

神戸市消防局 1983『自治会（町内会）における自主防災体制の実態調査』．

神戸市消防局 1984『地域自主防災推進方策検討会』．

神戸市消防局 1985『自主防災活性化事業推進要綱』．

神戸市消防局 1988『高齢者のための防災対策に係る実施調査』．

神戸市消防局 1990『自主防災組織の実施調査報告書』．

神戸市消防局 1994『署別結成数・自治会数・役員数』．

神戸市消防局 1994『署別自主防災組織結成状況総括表』．

神戸市消防局 1995『阪神・淡路大震災にかかる市民行動調査（集計結果）』．

神戸市消防局 1995『地震発生 そのとき市民は』．

神戸市消防局 1995『阪神・淡路「神戸市域」における消防活動の記録』．

神戸市消防局 1996『阪神・淡路大震災における火災状況（神戸市域）』．

神戸市消防局『地域自主防災推進方策に関する検討結果』．
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神戸市消防局警防部消防団係 1995『兵庫県南部地震における神戸市消防団の活動概

要』．

神戸市消防局予防課 1995『「兵庫県南部地震」における自主防災活動等の記録』．

神戸老人いこいの家の条例．

消防庁長官 1995「災害対策基本法及び大規模地震対策特別措置法の一部を改正する

法律について」．

長田消防団 1996『祈りの足跡』．

中村一六編 1942『警防実務知識』警防時代社．

防災システム研究会都市防災部会 1980『自主防災組織の整備について』．

民生局福祉計画課 1995「地震発生以降の地域活動について（11モデル地区）」．

民生局福祉計画課 1995「震災後の地域福祉センターの使用状況」．

民生局福祉計画課 1995「調査対象地区11地区の現況について」．

民生局福祉計画課 1995「地域福祉センター年度別整備状況」．

民生局福祉計画課 1996「ふれあいのまちづくり協議会の活動状況」．

民生局福祉計画課 1996「ふれあいのまちづくり事業」．

民生局福祉計画課 「ふれあいのまちづくり事業策定までの経緯」．

（倉田和四生）
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